
事業の流れ

　補助対象者は、下図の赤囲み部分において、所定の手続きを行う必要があります。

補助対象者 伊賀市

計画・事前相談 相談受付・事前説明

事前申請（様式第１号） 事前申請の審査

事前申請審査通知書の受理 事前申請審査通知書送付（様式第２号）

事業変更・中止届出（様式第４号） 事業変更・中止届出書の受理

事業着手

事業完了

交付申請（様式第３号） 審査・現地調査
　　※事前申請後１年以内

交付決定兼交付額確定通知書の受理 交付決定兼交付額確定（様式第５号）

請求書の提出 請求書の受理

普及・啓発 補助金の交付


